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1. 介護用品の支給について 

 

 



 



１．在宅介護⽤品給付事業の概要
事業の目的
高齢者を介護している家族等の身体的、精神的負担の軽減を図ること。

対象者
介護保険の要介護認定で要介護１以上の認定を受けている⽅を在宅で介護している家族等。
ただし、要介護１〜３の⽅は、尿失禁の可能性が高く障害高齢者⾃⽴度、認知症高齢者⾃⽴度が
高い⽅に限る。

支給方法
⼊札により決定した市指定の事業者が、市が指定する介護⽤品を⽉１回要介護者宅まで配送する。

支給⾦額
給付限度額を⽉額6,000円とし、限度額を超える分については利⽤者が負担する。

財源 地域支援事業（任意事業）
国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、第1号被保険者の保険料23%

利⽤状況（令和２年８⽉分）
利⽤者数 345人 平均利⽤⾦額 5,705円 合計⽀給⾦額 1,968,260円

２．国の動向①
「任意事業における介護⽤品の支給に係る事業の取り扱いについて」
（令和2年11⽉9⽇付け厚⽣労働省認知症施策・地域介護推進課事務連絡）の概要
※本文は5〜6ページを参照

これまでの経過
第６期（平成27〜29年度）からは、原則として地域⽀援事業（任意事業）の対象外とした
上で、平成26年度時点で当該事業を実施していた場合に限り、当分の間実施して差し⽀えない
取扱いとなった。 『激変緩和措置』

第７期（平成30〜令和2年度）から「低所得世帯等への影響も考慮しつつ、任意事業として
の介護⽤品の⽀給に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的⽅策を検討していること」等を実施の
要件とされた。

第８期（令和3〜5年度）においては、地域⽀援事業（任意事業）の対象者及び⽀給上限
額に制限を設けることとし、市町村特別給付等への移⾏等、任意事業としての介護⽤品の⽀給
に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的⽅策について、引き続き十分な検討を進めることとなった。
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２．国の動向②
第８期（令和3〜5年度）の地域⽀援事業（任意事業）の対象者及び⽀給上限額

項目 加賀市の現⾏制度 第８期に地域支援事業（任意事業）で
実施できる範囲

対象者

所得要件 所得要件はなし 本⼈が住⺠税非課税であること
（本⼈が住⺠税課税者は対象外）

要介護度
等

介護保険の要介護認定で要介護
１以上の認定を受けている⽅を在
宅で介護している家族等。
ただし、要介護１〜３の⽅は、尿失
禁の可能性が高く障害高齢者⾃⽴
度、認知症高齢者⾃⽴度が高い⽅
に限る。

認定調査において「排尿」⼜は「排便」の
項目において「介助」⼜は「⾒守り等」に該
当する者を対象とする（例外あり）。
ただし、要介護４以上の者については、
該当することとしても差し支えない。

⽀給額 ⽉額6,000円相当

本⼈含む世帯員全員住⺠税非課税世
帯は上限設定なし
本⼈住⺠税非課税・世帯員課税の世帯
について、年間6万円の支給上限を設け
る（＝⽉額5,000円）
（一部対象者の支給額が少ない）

３．加賀市の対応⽅針（案）
第８期（令和3〜5年度）の対応⽅針

項目 加賀市の現⾏制度 第８期（令和3〜5年度）の対応方針

対象者

所得要件 所得要件はなし
本⼈が住⺠税非課税であること
（本⼈住⺠税課税者は令和２年度に支
給実績がある⼈のみ経過措置として対象
とする）

要介護度

介護保険の要介護認定で要介護
１以上の認定を受けている⽅を在
宅で介護している家族等。
ただし、要介護１〜３の⽅は、尿失
禁の可能性が高く障害高齢者⾃⽴
度、認知症高齢者⾃⽴度が高い⽅
に限る。

変更なし

⽀給額 ⽉額6,000円相当 変更なし

第８期の本事業の財源について
国の地域⽀援事業の範囲内は、地域⽀援事業により実施し、国の範囲を超える分については
保健福祉事業による対応とする。
保健福祉事業となる部分 ・本人が住⺠税課税者である対象者の⽀給分(経過措置)

・本人住⺠税非課税・世帯員課税の世帯の差額分(1,000円)
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４．⽀給額のイメージ
令和元年度支給分を元に算出した令和3〜5年度支給額のイメージ

世帯員全員非課税 本人非課税・世帯員課税 本人課税
5,000円まで 131人

9,432千円
155人
9,300千円

(R1 84人 6,048千円)
↓

R3 59人 4,248千円
R4 41人 2,952千円
R5 28人 2,016千円

(平成30年度対象者120
人のうち令和元年度も対象
者となった者の割合70%に
より試算)

6,000円まで 154人
1,860千円

地域支援事業対象部分（３年間）
(9,432千円＋9,300千円)×３年
＝５６，１９６千円
（財源は従来どおり）

保健福祉事業対象部分（３年間）
1,860千円×３年＋4,248千円＋2,952千
円＋2,016千円＝１４，７９６千円
（財源は第1号保険料）

５．保険料等への影響試算
●対応⽅針（案）による⽀給の場合の保険料への上乗せ額を試算

=

約18.1円

保健福祉事業
対象額(3年間)÷ 36か⽉ 保険料⽉額第1号被保険者数÷

14,796千円 ÷ 22,648⼈ 36か⽉÷

=

被保険者１人につき、月額約18.1円の保険料
が上乗せされる計算。

（参考）第９期（令和6〜8年度）に国激変緩和措置が終了した場合の試算
第８期の対応⽅針で⽀給する場合（ただし本人課税は対象外）
61,776円 ÷ 22,648人 ÷ 36か⽉ ＝ 約75.8円

3



（参考）所得等による利⽤者状況について
令和元年度中の給付決定者の、課税状況及び介護度別人数
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市町村特別給付・保健福祉事業・任意事業・一般財源の概要
市町村特別給付 保健福祉事業 地域支援事業の任意事業 一般財源事業

制度
概要

市町村が条例に基づき、介護保
険法で定められた介護給付・予防
給付以外に、独⾃の給付を実施
するもの。「横出し給付」と言われ
ている。

介護者⽀援、介護予防、保険給
付、サービス利⽤に係る資⾦の貸
付など、市町村が被保険者及び
介護者に対し必要と判断する事
業を実施するもの。

介護保険事業の運営の安定化、
被保険者及び介護者等に対する
地域の実情に応じた必要な⽀援
を目的として、市町村が地域⽀援
事業の中で実施するもの。

高齢者の保健・福祉・介護を目的
として、市町村が単独の予算を⽤
いて事業を⾏うもの。

財源
第１号被保険者の保険料 第１号被保険者の保険料

国38.5％、都道府県19.25％、
市町村19.25％、第１号被保険
者の保険料23％

一般財源

対象者 要⽀援・要介護認定者 被保険者、家族等の介護者 被保険者、家族等の介護者 高齢者など市町村が定める
実施例 ・寝具乾燥サービス

・移送サービス
・配食サービス
・おむつの⽀給 ／等

・地域⽀援事業以外の介護予防
事業

・介護者⽀援事業
・直営介護事業
・高額介護サービス費の貸付事業
／等

①介護給付費適正化事業
②家族介護⽀援事業
③その他（成年後⾒制度利⽤⽀
援事業、福祉⽤具・住宅改修⽀
援事業 ／等）

・介護⽀援ボランティア・ポイント
・配食サービス
・おむつの⽀給
・移送サービス
・寝具乾燥サービス
・訪問理美容サービス ／等

対象が、要支援・要介護認定
者と限定されている。また、財源
が１号保険料100％のため、
保険料への影響が⼤きい。さら
に、償還払いであるため、利⽤
者にとって手続きが煩雑。

財源は、特別給付と同じだが、
特別給付が「給付」であるのに
対し、保健福祉事業は「事業」
である。対象者が被保険者・介
護者と、特別給付と比べて幅広
い。

財源に公費が含まれているため、
保険料への影響は限定的だが、
上限額が設定されている。また、
平成27年2⽉の通知により、
「特別給付、保健福祉事業、
総合事業、一般施策で実施す
べきもの等」は対象外となった。

事業の目的や対象者などについ
て、国の定めがないため、市町
村の裁量で決定できる。一⽅、
一般財源での実施となるため、
市町村の財政⼒に影響を受け
やすい。

（参考）財源の種類

引⽤︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「高齢者の在宅⽣活を⽀えるための市区町村における独⾃施策についての調査研究事業」
（平成29年度厚⽣労働省⽼人保健健康増進等事業）
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